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行財政局防災危機管理室 

保健福祉局医療衛生推進室 

 

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止と 

京都市新型コロナウイルス感染症対策調整本部会議の設置等について 

 

 

１ 経過 

 ・ 本市では、令和２年１月２１日に国が関係閣僚会議を開催したことを受け、

翌日に庁内の連絡会議を設置。同年３月２６日には、国が新型インフルエンザ

等特別措置法に基づく対策本部を設置したことを受け、対策本部を設置した。 

 ・ この間、本日まで計５５回にわたり対策本部会議を開催し、情報共有・分析

に努めるとともに、各種の感染対策の実施など、基礎自治体として全庁一丸と

なって感染拡大防止に取り組んできた。 

 

２ 対策本部の廃止 

  ５月８日からの感染症法上の位置付けの変更に伴い、特措法に基づく政府対策

本部及び各府県対策本部の廃止が予定されていることから、京都市新型インフル

エンザ等行動計画に基づき、同日付けで京都市新型コロナウイルス感染症対策本

部を廃止する。 

 

３ 対策調整本部会議の設置 

  国や京都府との情報共有を緊密に行い、感染状況の変化や新たな変異株の発生

等に迅速かつ的確に対応するため、本市独自に５月８日付けで市長を議長とする

京都市新型コロナウイルス感染症対策調整本部会議（構成：対策本部と同様に主

に局長級で構成、事務局：防災危機管理室・医療衛生推進室）を設置する。 

  なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、国の政府対策本部が再

設置される場合には、速やかに本市対策本部を再設置する。 

 

 参考 国、京都府における今後の対応 

 〇 国   必要に応じて新型インフルエンザ等対策閣僚会議を開催 

 〇 京都府 京都府新型コロナウイルス感染症連絡本部を設置 

 


